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個人の確定申告期限の延長並びに振替納付日の延長のお知らせ 

 

今回の確定申告期限日が、2020(令和 2)年 4 月 16 日(木)に変更されました。所得税や消

費税の申告・納付期限が、4 月 16 日(木)に延長されています。また、これに伴い延長後の

振替納付日が申告所得税は 5月 15日（金）、個人事業者の消費税は 5月 19日（金）となり

ました。 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点による対応と、国税庁より発表され

ています。 

みんなに自粛求められています。消費の落ち込みが気になります。過去にサ－ズ、エイ

ズの発症した時代と大きく変わった気がします。中国、アジア諸国が豊かになったことで

す。世界中に感染のスピ－ドが早くなっています。国境のない世界ですね。今、静かな大

阪です。にぎやかな世界に早く戻ってほしいものです。 
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